
資料6－7

5000件超 5000件以下 5000件超 5000件以下

個人情報保護法に基
づく立入検査 × × × ×

業法に基づく
立入検査 (×) (×) ○ ○

個人情報保護法に基
づく報告徴収、勧告、
緊急命令等

○ × ○ ×

業法に基づく
報告徴収、業務改善命
令、業務停止、免許取
消等

(×) (×) ○ ○

個人情報保護法と業法の検査・監督権限について（金融機関）

一般の民間事業者 金融機関

監督権限

検査権限


